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議 事 日 程 第 １ 号

９月８日（月）10時開議

日程第１ 会期の決定

日程第２ 会議録署名議員の指名

日程第３ 議長の諸報告

日程第４ 市長の提案事項に関する説明

日程第５ 教育長の教育に関する報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

開 会 10時

○議長（杉原豊喜君）

皆さんおはようございます。ただいまから平成20年９月武雄市議会定例会を開会いたしま

す。

これより直ちに本日の会議を開きます。

市長から提出されました第82号議案から第98号議案までの議案17件、報告第11号、第12号

並びに意第２号を一括上程いたします。

日程第１．会期の決定を議題といたします。

本定例会の会期等に関し、議会運営委員会に諮問をいたしておりましたので、これに対す

る議会運営委員長の答申を求めます。吉原議会運営委員長

○議会運営委員長（吉原武藤君）〔登壇〕

皆さんおはようございます。議会運営委員会の答申を御報告申し上げます。

平成20年９月武雄市議会定例会の招集に基づきまして議長から諮問がありましたので、９

月５日、議会運営委員会を開き、協議をいたしました結果について御報告を申し上げます。

議長から諮問がありました事項は、第１．会期及び会期日程について、第２．付議事件の

審議順序及び委員会付託の要否について及び決算審査の方法について、第３．一般質問の質

問順序について、第４．意見書の取り扱いについて、以上４項目でございます。

本定例会において審議されます議案等は、ただいま議長から上程になりました条例議案６

件、事件決議議案１件、補正予算議案７件、決算認定議案３件、報告２件及び意見書１件の

計20件と、追加議案として補正予算議案１件、平成19年度武雄市一般会計決算認定外８件の

決算認定議案が予定をされております。

まず、議案の審議順序及び委員会の付託の要否についてでございますが、審議順序は議案

番号順に行い、決算認定議案を除くほかの議案及び意見書は、所管の常任委員会に付託し、

第86号議案は即決して差し支えない旨、意見の一致を見ました。また、第89号議案は所管の
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常任委員会に付託することに決定をいたしました。

次に、決算認定議案は、追加予定の分とあわせて取り扱いを協議いたしました結果、一般

会計等決算審査特別委員会と特別会計等決算審査特別委員会を設置し、一般会計等決算審査

特別委員会には一般会計、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計及び交通災害共済特別

会計の４件の会計、特別会計等決算審査委員会には３件の企業会計と農業集落排水事業特別

会計、公共下水道事業特別会計、土地区画整理事業特別会計、給湯事業特別会計及び競輪事

業特別会計の５件の特別会計を付託の上、閉会中の継続審査にすることに決定をいたしまし

た。

なお、２つの特別委員会の委員の構成については、議長、監査委員を除いて、一般会計等

決算審査特別委員会には総務常任委員会から４名、産業経済常任委員会から３名、福祉文教

常任委員会から４名、建設常任委員会から３名、合わせて14名で構成し、特別会計等決算審

査特別委員会は総務常任委員会及び産業経済常任委員会からそれぞれ３名、福祉文教常任委

員会及び建設常任委員会からそれぞれ４名、合わせて14名で構成することに決定をいたしま

した。

各常任委員長におかれましては、その人選についてよろしくお願いをいたします。

なお、決算認定議案等を除く追加議案につきましては、提出された時点で議会運営委員会

を開き協議していくことになりました。

次に、一般質問は19名の議員から57項目の通告があり、質問順序の抽せん結果はお手元に

配付のとおりで、抽せん番号順に１日目の16日に５名、２日目の17日に５名、３日目の18日

に５名、４日目の19日に４名、１日目から３日目まではいずれも午前９時、４日目は午前10

時開会とすることに決定をいたしました。

また、質問時間については、答弁を含めて90分であります。

以上のことを考慮し、休会等を含め検討いたしました結果、会期は本日８日から29日まで

の22日間が適当である旨、決定をいたしました。

なお、日程等の詳細については、お手元に配付のとおりであります。

以上で議長の諮問事項に対する答申を終わります。

○議長（杉原豊喜君）

お諮りいたします。会期の決定につきましては、ただいまの議会運営委員長の答申のとお

り、本日８日から29日までの22日間と決定いたしたいと思います。これに御異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から９月29日までの22日間と決定

いたしました。

日程第２．会議録署名議員の指名を行います。
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武雄市議会会議規則第81条の規定に基づき、会議録署名議員に10番吉川議員、13番前田議

員、16番樋渡議員の以上３名を指名いたします。

日程第３．議長の諸報告を申し上げます。

議長の諸報告は、お手元に配付しております文書をもって報告にかえさせていただきます。

日程第４．市長の提案事項に関する説明を求めます。樋渡市長

○樋渡市長〔登壇〕

平成20年９月武雄市議会定例会の開会に当たり、市政に関する重要案件の進捗状況並びに

提案いたしました条例議案及び平成20年度補正予算議案等について、その概要を私から御説

明申し上げます。

まず、武雄市民病院につきましては、去る７月16日の市議会臨時会におきまして、移譲先

及び移譲の時期について可決していただき、７月28日に移譲先となります医療法人財団池友

会と武雄市立武雄市民病院の移譲に関する基本協定を締結したところであります。

この基本協定の締結に伴い、医療法人財団池友会から移譲前における医師の派遣をいただ

き、４月から市民の皆様に大変御迷惑をおかけしておりました救急搬送の受け入れの休止、

午後の診療の休止につきましては、８月11日から再開することができました。

再開後、救急車による急患受け入れは、昨年度の１日平均２台から４台へと倍増をしてお

ります。時間外における救急搬送以外の外来診療は、再開前１週間の５人が、先週の１週間

で42名へ増加をしております。入院患者数につきましては、再開日の８月11日22人から本日

９月８日現在で55人、250％の増となっております。

今後も、一般診療の充実など医療環境を整えていくとともに、地域の医療機関との連携の

取り組みを進め、市民の皆様が安心して利用できる、市民に望まれる病院になるよう、私自

身、誠心誠意、力を傾注してまいります。

本年２年目となるレモングラスであります。

武雄の新たな農業産品として生産規模が拡大しておりますが、今後、生産力の向上に伴う

販路の開拓が重要な課題であります。

７月16日から29日までの２週間、東京都新宿区の大手デパートにおいて、武雄そだちのレ

モングラスティーの販売が行われました。販売を行ったデパートにおきましては、「ひと

（生産者）」「自治体」「土地」の強いきずなでつくられたレモングラスと評され、武雄そ

だちのレモングラスが誕生した背景についても紹介をされております。販路拡大には、商品

の魅力を伝えるとともに、商品が生まれた地域の魅力を伝えることも必要であると実感した

次第であります。

今後とも、レモングラスが「武雄の旗艦作物」として、武雄の農業・中山間地の活性化、

農業生産者の所得向上につながるよう取り組みを推進してまいります。また、生産者の方々

につきましては、質の高いすばらしいレモングラスの栽培を続けていただくことを強く期待
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しております。

次に、開始から２カ月が経過いたしました「ふるさと納税」について御報告申し上げます。

ふるさと納税制度は、「自分が育ったふるさとに貢献したい、自分とかかわりが深い地域

を応援したい」という人の思いを形にする制度として、税制上の優遇策が設けられたところ

であります。

８月までに７人の方から94万5,000円の寄附をいただいております。御寄附いただいた

方々は、関東方面にお住まいの方が３人、中国方面にお住まいの方が１人、県内にお住まい

の方が３人で、贈られた寄附金は、今後、武雄市のまちづくりに活用させていただくことと

しております。心から感謝を申し上げます。

次に、武雄の温泉や風光明媚な田舎の風景など、武雄のよさを実感していただく体験プロ

グラム「がばいよか武雄の温泉と里山」移住体験の取り組みをこの夏から開始いたしました。

７月29日から８月28日までの長期体験企画に東京都と福岡県から２組２人、８月22日から

８月27日までの短期体験企画には北九州市から１組２人の方が参加されました。

農業体験やそば打ち体験、陶芸体験などを通じて武雄のよさを体感していただき、移住の

きっかけにしていただければと期待をしております。今後もこの取り組みを通し、若い人た

ち、団塊世代の方々に移住してもらうよう呼びかけていきたいと考えております。

それでは、条例議案について御説明いたします。

今回の条例議案につきましては、新規条例１件、一部改正条例５件の計６件の条例を提案

しております。

まず、新規条例であります。「武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関

する条例」につきましては、下水道等に接続するために水洗便所等の改造工事を行う方に対

し、その工事を行うために必要な資金について、金融機関による融資のあっせん、利子助成

を行うことにより、汚水の下水道等への排除を促進し、本市の公衆衛生の向上を図るため提

案するものであります。

一部改正条例のうち、武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、

武雄市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び武雄市特別職報酬等審議会条例の一

部を改正する条例につきましては、それぞれ公庫の予算及び決算に関する法律並びに地方自

治法の改正に伴い、条例を改正するものであります。

武雄市公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例、武雄市認可地縁団

体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例、武雄市立武雄市民病院の移譲に

伴う特別措置に関する条例の一部を改正する条例につきましては、公益法人制度改革が本年

12月１日から施行されることに伴い、関係法律等の改正がなされましたので、これに伴う関

係条例の改正を行うものであります。

補正予算につきましては、一般会計補正予算（第７回）及び特別会計補正予算６件を提案
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いたしております。

一般会計補正予算の主な内容につきましては、まず、営業部門では、武雄温泉－諫早間の

九州新幹線鉄道建設に係る市の負担金を計上しております。九州新幹線鉄道建設の事業主体

であります独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う中心線測量等に要する費用

に対し、国が３分の２、県が３分の１を負担し、市は新幹線鉄道の建設により市が受益を受

ける区間について県が負担する額の10分の１を負担するものであります。

このほか、農業関係で、原油価格の高騰に伴い、イチゴハウスなどの施設を省資源型施設

に改修するための補助金のほか、北方町宮裾地区における旧炭鉱の坑内水の湧出対策に要す

る経費などを計上しております。

商工観光関係では、温泉通りの街路灯改修に対する補助金などを計上いたしております。

くらし部門では、特別養護老人ホームの多床室解消のための施設整備等に対する補助金の

ほか、山内支所１階に障がい者の方の「つどいの広場」を整備するための経費を計上してい

ます。また、障がい者の方が日常生活に必要な介護を受けるため、施設を利用された場合の

負担を軽減するため、市独自の給付金制度を設けることといたしております。

まちづくり部門であります。武雄北部土地区画整理事業の実施に伴い、都市計画街路「中

野御船山線」の計画変更等に要する経費を計上しております。

教育部門であります。図書館歴史資料館において、10月下旬から11月上旬にかけて開催す

る天璋院篤姫展に要する経費を計上しています。

次に、特別会計補正予算の主なものについてであります。

国民健康保険及び老人保健の特別会計では、医療給付費等の増、競輪事業特別会計では車

券発売金の増に伴い補正するものであります。

公共下水道及び農業集落排水事業の特別会計では、条例議案に関する予算として、水洗便

所等改造資金利子助成金を計上しております。

その他、専決処分の承認について及び平成19年度企業会計の決算認定議案を提出いたして

おります。

詳細につきましては、議案審議の際それぞれ御説明申し上げます。よろしく御審議賜りま

すようお願い申し上げます。

○議長（杉原豊喜君）

日程第５．教育長の教育に関する報告を求めます。浦郷教育長

○浦郷教育長〔登壇〕

おはようございます。教育に関する報告を申し上げます。

初めに、学校教育について申し上げます。

各学校では、「夢を持ち、ふるさとを愛する元気な武雄っ子」の育成を目指し、創意と総

力で取り組んでおります。
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夏季休業中においても、宿泊学習、水泳教室、戦争時代を経験された地域の方の話を聞く

会、保護者懇談や美化作業など、児童生徒や地域の実情に応じたさまざまな教育活動が展開

されました。

教職員においては、指導力を高めるために、新しくなったパソコンの操作、小中連携のあ

り方、特別支援教育や教育相談など研修を重ねております。さらに、それらの学校教育活動

を公開し、地域の皆さんとの連携を図り、特色ある学校づくりを進めております。

子どもたちの犯罪被害防止対策については、青色回転灯装着車による定期的な巡視、学校

お知らせメールを使っての市内緊急情報の発信にも努めております。また、子どもたちは体

育面・文化面において、県大会や九州・全国大会にも出場するなど大いに活躍しており、そ

の内容については別紙に記載のとおりであります。

次に、学校施設について申し上げます。

西川登小学校校舎大規模改造工事につきましては、鉄筋コンクリート３階建て校舎の耐震

補強と第１期老朽改造工事が８月末で完成いたしました。現在は、管理・特別教室棟並びに

給食室が改築中であります。

また、昨年度から進めてまいりました朝日小学校グラウンド整備工事も８月末で完成し、

９月１日から利用を開始しております。

本年６月の国会で地震防災対策特別措置法が改正され、学校施設の耐震化への取り組みが

強化されました。市においても、国の方針に沿って耐震化計画を策定中であります。

次に、文化・学習関係について申し上げます。

青少年健全育成関係では、「わんぱくスクール・青島サバイバルキャンプ」「北海道雄武

町との児童交流」や各地域での「通学合宿」などの事業を、こども部との連携・協力のもと

で実施いたしました。それぞれの事業の中で、子どもたちの知識も培い、知恵をはぐくむ場

としての体験学習を重ね、集団生活を通して貴重な仲間づくりや地域の人たちとの交流がで

きたものと思っております。

生涯スポーツの振興につきましては、市民が生涯にわたってスポーツに親しむ環境づくり

のため、総合型地域スポーツクラブ「たけおスポーツクラブ」の育成に努めております。ま

た、伊万里・西松浦郡を会場に、10月18・19日に開催される第61回県民体育大会には約450

名の選手団を派遣いたします。

文化財の保護につきましては、６月23日に倒木した市の天然記念物である「黒尾の大銀

杏」について、文化財保護審議会を開催し、７月29日付で指定を解除いたしました。また、

窯跡の保存活用について、第１回窯跡保存対策会議を開催し、今後も継続して対策を講じて

いきたいと考えております。

文化振興事業の一環といたしまして、郷土をよく知り誇りを持つ心を養うことをテーマと

して、８月に２回の「親子史跡めぐり」を開催いたしました。新しい発見を求めて多くの
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方々に参加していただいたところです。

なお、主な行事につきましては、別紙一覧表のとおりであります。今後とも、さらなる御

指導、御鞭撻をお願い申し上げまして、教育に関する報告とさせていただきます。

○議長（杉原豊喜君）

以上で本日の日程は終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

散 会 10時21分


